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　成人式を次のとおり開催します。対象の方には12月５日（金）
までに案内状を送付します。届かない場合はご連絡をお願いし
ます。
　また、町外に住所を移した方で出席を希望する場合は、必ず
12 月 15 日（月）までにご連絡ください。

▶とき　平成 27 年１月 12 日（祝・月）
　　　　13：30 ～ 15：30（受付 12：50 ～）
▶ところ　大磯プリンスホテル　国際会議場
▶対象　平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれで、平成
26 年 12 月１日現在大磯町に住民票のある方

◆◆ 成人式を体験してみませんか ◆◆
　これから成人式を迎える、16 ～ 19 歳の方で、成人式当日に
受付などのお手伝いをして頂ける方を募集します。
　希望者は１月７日（水）までにご連絡ください。
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特別徴収とは
　給与支払者である事業主の方が、従業員の個人町
県民税を所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与の
支払いの際に差し引いて徴収し、町に納入していた
だく制度です。

特別徴収のメリットについて
①町県民税は所得税と異なり、町が税額を計算して
通知しますので、事業主の方には計算の煩わしさ
がありません。
②従業員の方々が、金融機関に出向いて納付する手
間がなくなります。
③従業員の方々が年税額を年４回納める「普通徴収」
と比べて、年 12 回で納めることになるので、１
回あたりの税負担が少なくなります。

「オール神奈川宣言」
　神奈川県と県内全市町村は、平成 28 年度までに、
特別徴収の完全実施を目指します。
　これは、特別徴収の適正運用を通じて、納税者の
利便性向上などの観点から、事業者や従業員の皆様
への周知を図りながら、特別徴収の推進に取り組む
ものです。平成 28 年度までに、特別徴収義務者と
して指定させていただく予定となっていますので、
実施に向けて準備してくださるようお願いします。

○電子申告をご利用ください！
　町ではインターネットを利用して町県民税の電子
申告システムによる申告サービスを導入しております。
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